
アレルギーチェック用資料の取組について 
 
 
【通常対応】 
 
食物アレルギー対応の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アレルギーチェック用資料（例） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

① 学校    保護者 ② 保護者    学校 

アレルギーチェック
用の資料を保護者
へ配布する 

保護者は確認し具体的
な対応をもりつけ表に記
入して学校へ返却する 

・詳細献立表 
・加工食品等アレルゲン一覧表 
・もりつけ表 
・その他（学校給食献立表  他） 

学校給食における 
食物アレルギー対応マニュアル  
（高松市教育委員会）より抜粋 
Ｐ－１０ 

◆加工食品等 
アレルゲン一覧表 

◆詳細献立表 
（１週間ごと） 

◆もりつけ表 

※高松市ホームページに 
掲載あり 

⇒給食マイスター 

にて印刷 

⇒栄養教諭・保健 

体育課にて作成 

⇒栄養教諭が作成し、 

保健体育課で確認 



【試験的な取組】 

「アレルゲンチェックリスト（１日ごと）」           詳細献立表（１週間ごと） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 加工食品等アレルゲン一覧表は・・・ 

      各調理場用にて編集加工せず、そのまま使用する。（作成ミスの回避） 

 

【メリット】 
給食１日分ごとに、料理名や食品名が 
書かれており、その横一列にアレルゲンが
●印で示されていて、見やすい。 
（確認ミスの回避） 

【デメリット】 
保護者へ配布するアレルギー用チェック資料の枚数が増える。 
※月４～５枚 ⇒ 40枚程度 

⇒使用している食品のアレルゲン由来原材料の詳細を知りたい場合
は、別紙の「加工食品等アレルゲン一覧表」を確認するとよい。 

【メリット】 
調理場ごとに、給食マイス
ターで簡単に印刷できる。 
調理場ごとに、資料を編集
する必要がない。 
（作成ミスの回避） 

↓料理名 ↓食品名 ↓アレルゲン（特定原材料等２８品目） 

←アレルゲンの 
ところに「●」 

※今後、山田学校給食センターからの受配校（山田中学校）において、試験的に取組 

１ 

日 

分 


